
論

説

因
果
関
係
論
に
求
め
ら
れ
る
も
の

亀

井

源

太

郎

草
創
期
元
老
院
議
官
考

│
意
見
書
を
通
じ
て
│

久

保

田

哲

資

料

日
本
国
憲
法
制
定
過
程
（
二
・
完
）

│
大
友
一
郎
講
義
録
│

庄

司

克

宏
／
編

判
例
研
究

〔
商
法
〕

五
〇
七

一
人
会
社
に
お
い
て
一
人
株
主
は
代
表
取
締
役
に

就
任
し
て
い
る
場
合
も
そ
の
任
務
に
違
背
し
て
会

社
に
損
害
を
加
え
た
時
は
会
社
に
対
す
る
責
任
を

負
い
、
責
任
は
当
然
に
は
免
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ

た
事
例

商

法

研

究

会

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究

二
四
〕

民
事
訴
訟
法
研
究
会

Causation in Criminal La w
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K A M EI, Gentaro …（ 1）

A Study on the M e m bers of Genroin in the Early Days
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K U B O T A,Satoshi…（ 49）

O T O M O Ichiro Lecture on the Drafting Process ofthe Constitution ofJapan (2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SH OJI, Katsuhiro …（ 79）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（157）

法

学

研

究

第

十
三
巻

第

号

平
成
二
十
二
年

月

法律・政治・社会

第 十三巻 第 号

昭
和
二
十
五
年

九

月

二
十

日

第

三

種

郵

便

物

認

可

平
成
二
十
二
年

月
二
十

日
発
行
（
毎
月
一
回
二
十

日
発
行
）

ISS N 0389‑0538

Edited by H ‐K ‐K

(The Association for the Study of Law and Politics)

Faculty of Law, University

Mita, Minato‐ku, Tokyo 108‐8345

平
成
二
十
二
年

月
二
十

日
発
行
（
毎
月
一
回
二
十

日
発
行
）

昭
和
二
十
五
年

九

月

二
十

日

第

三

種

郵

便

物

認

可

法

学

研

究

第

十
三
巻

第

号

定
価

一
〇
五
〇
円
（
本
体
一
〇
〇
〇
円
）




